




音更町産業振興支援補助金をご利用ください
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◆対象となる事業の例

◦農畜産物の加工などによる高付加価値化への取り組み（農商工観、産学官、６次産業化）

◦６次産業化のために生産される農畜産物の生産性および付加価値向上のための実証実験

◦地元特産品の地域ブランド化、新商品開発

◦地産地消推進、食育のための交流イベント

◦農業団体や学校、企業などが連携して新たに進める地産地消、食育推進事業

◦観光と農業など異業種間の連携による新しい地域ブランドの創出や商品化

◦地元特産品を活用した新たなご当地グルメなどの開発、商品化

◦都市と農村の体験、交流による地産地消、食育事業

◦地域ブランドを確立するための新デザイン、キャラクターなどの作成

※原則、補助は１事業につき１回限り（内容によっては最長3回まで）

◆補助率・補助金額について

◦補助金額は、補助対象経費の２分の１以内（１万円未満切り捨て）

◦�限度額は１００万円（食と農の交流事業（地域資源を活用して取り組む地産地消、食育を目的とした事業やイベン

トなどの交流事業で地域振興に寄与するもの）の限度額は２０万円）

◆補助対象経費

　対象となる事業を実施する際に必要となる次の経費が補助の対象になります。

◦報償費（外部専門家、技術指導員に係る指導費用、旅費、コンサルタント費用）

◦原材料費、消耗品費（新商品の試作、実証実験などに要するもの）

◦印刷費（新商品の説明資料、イベントパンフレットなど）

◦機器リース費

◦市場調査費

◦施設および設備等利用料

◦外部委託費用

※不動産や機械の取得費、人件費、旅費、交通費などは補助対象経費となりません。

◆申請について

　通常、毎月末までに申請のあった事業について、翌月に補助の可否について審査を行います。

　また、予算に限りがあるため、利用を検討されている人は早めに相談してください。

　補助金に関する詳細や申請書については、役場商工観光課産業振興係にお問い合わせいただくか、町ホームペ

ージをご覧ください。

　町民や町内事業者が行う農商工観・産学官の連携、６次産業化などの新たな取り組みによって、地域

資源を活用した地域性の高い新商品の開発や、新産業の創出などを目的とした事業（調査・研究を含む）

を支援します。

問合先　役場商工観光課産業振興係（内線７3４）
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各
種
相
談
窓
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

各
種
相
談
窓
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

町
は
、
日
常
生
活
や
子
育
て
、
健
康
な
ど
で
悩
ん
で
い
る
人
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
今
月
号
で
は
、
町

が
設
け
て
い
る
相
談
窓
口
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
紹
介
す
る
内
容
以
外
の
相
談
は
、
役
場
町
民
課
町
民
相
談
・
施
設
係
（
内
線
５
５
４
）
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　　
町
民
法
律
相
談

町
民
法
律
相
談

　

弁
護
士
が
生
活
の
中
の
法
律
に

関
す
る
相
談
に
応
じ
ま
す
（
要
予

約
）。

▽�

開
設
日
時　

毎
月
第
４
月
曜

日
、　

午
後
１
時
3０
分
～
３
時

3０
分

※�

詳
し
い
日
程
は
広
報
お
と
ふ
け

４
月
号
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▽�

場　

所　

奇
数
月
は
木
野
コ
ミ　

セ
ン
、
偶
数
月
は
総
合
福
祉
セ　

ン
タ
ー
で
交
互
に
開
き
ま
す
。

▽
料　

金　

無
料
（
２０
分
程
度
）

▽�

予
約
受
付　

予
約
の
受
け
付
け　

は
、
相
談
日
前
週
の
金
曜
日
の�

正
午
ま
で
で
す
。
平
日
、
午
前

８
時
４５
分
～
午
後
５
時
3０
分
に
、

電
話
な
ど
で
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

※�

各
日
程
で
相
談
受
付
人
数
は
６

人
の
予
定
で
す
。

申�
込
・
問
合
先　

役
場
町
民
課
町

民
相
談
・
施
設
係
（
内
線
５
５　

４
）

人
権
・
行
政
・
暮
ら
し
の
相

人
権
・
行
政
・
暮
ら
し
の
相
談談

◆
人
権
・
行
政
・
暮
ら
し
の
相
談

　

日
常
生
活
の
悩
み
事
や
隣
人
・

財
産
関
係
、
国
お
よ
び
道
の
行
政

に
関
す
る
こ
と
な
ど
の
相
談
に
応

じ
ま
す
。

▽�

開
設
日
時
・
場
所　

毎
月
１０
日

…
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
２０
日

…
木
野
コ
ミ
セ
ン
、
時
間
は
い

ず
れ
も
午
前
１０
時
～
正
午
（
受

け
付
け
は
午
前
１１
時
3０
分
ま

で
）

※�

相
談
日
が
土
・
日
曜
日
、
祝
日

の
場
合
は
、
直
近
の
平
日
で
す
。

詳
し
い
日
程
は
、
広
報
お
と
ふ

け
４
月
号
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▽
料　

金　

無
料

▽�

相
談
員　

人
権
擁
護
委
員
、
行

　
町
民
窓
口
相
談

　
町
民
窓
口
相
談

　

日
常
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み

事
に
対
す
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。

相
談
は
電
話
で
も
応
じ
ま
す
。

▽�

開
設
日
時　

平
日
、
午
前
８
時

　
消
費
生
活
相
談

　
消
費
生
活
相
談

　

訪
問
販
売
、
悪
質
商
法
、
振
り

込
め
詐
欺
な
ど
の
消
費
生
活
に
関

す
る
相
談
に
応
じ
る
ほ
か
、
情
報

提
供
や
出
前
講
座
を
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
相
談
は
電
話
で
も
応
じ

ま
す
。

▽�

開
設
日
時　

毎
週
月
～
土
曜
日

（
毎
月
第
１
月
曜
日
、
祝
日
、

年
末
年
始
を
除
く
）
、
午
前
９

時
～
午
後
５
時

▽�

場　

所　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
共
栄
コ
ミ
セ
ン
内
）

▽�

相
談
員　

消
費
生
活
専
門
相
談　

員
問�

合
先　

☎
3２

－

３
２
１
１
、
℻　

3２

－

３
２
１
２

　
労
働
相
談

　
労
働
相
談

　

賃
金
や
労
働
条
件
な
ど
労
働
問

題
全
般
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相

談
は
電
話
で
も
応
じ
ま
す
。

▽�

開
設
日
時　

毎
週
金
曜
日
（
祝

日
を
除
く
）、
午
後
６
時
～
８

時
▽�
場　

所　

音
更
労
働
福
祉
会
館

（
大
通
１０
丁
目
３
番
地
８
）

　
子
育
て
相
談

　
子
育
て
相
談

政
相
談
委
員

問
合
先　

役
場
町
民
課
町
民
相
談

　

・
施
設
係
（
内
線
５
５
４
）　

◆
特
設
人
権
相
談
所

　

６
月
１
日
は
「
人
権
擁
護
委
員

の
日
」
で
す
。
そ
の
啓
発
活
動
の

一
環
と
し
て
「
特
設
人
権
相
談

所
」
を
開
設
し
ま
す
。

▽�

開
設
日
時　

６
月
３
日
㈪
、
午　

前
１０
時
～
正
午
（
受
け
付
け
は

午
前
１１
時
3０
分
ま
で
）

▽
場　

所　

木
野
コ
ミ
セ
ン

▽
料　

金　

無
料

▽
相
談
員　

人
権
擁
護
委
員

問
合
先　

役
場
町
民
課
町
民
相
談

　

・
施
設
係
（
内
線
５
５
４
）

　
生
活
相
談

　
生
活
相
談

　

仕
事
や
病
気
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

理
由
か
ら
生
活
に
困
っ
て
い
る
人

の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▽�

開
設
日
時　

平
日
、
午
前
８
時

４５
分
～
午
後
５
時
3０
分

▽�

場　

所　

音
更
町
せ
い
か
つ
相

談
窓
口
（
役
場
福
祉
課
福
祉
係
）

問�

合
先　

役
場
福
祉
課
福
祉
係

（
内
線
５
２
５
）

４５
分
～
午
後
５
時
3０
分

▽�

場　

所　

役
場
町
民
課
町
民
相

談
・
施
設
係

問�

合
先　

役
場
町
民
課
町
民
相

談
・
施
設
係
（
内
線
５
５
４
）

▽
相
談
員　

労
働
相
談
員

問�

合
先　

☎
４５

－

４
２
０
０
、
℻　

４５

－

４
２
２
０

◆
子
育
て
相
談

　

妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
に
つ
い

て
の
不
安
や
心
配
ご
と
の
相
談
に

応
じ
ま
す
。

▽�

開
設
日
時
　
平
日
、
午
前
８
時

４５
分
～
午
後
５
時
3０
分

▽�

場　

所
　
音
更
町
こ
ど
も
家
庭

セ
ン
タ
ー
（
保
健
セ
ン
タ
ー

内
）

▽�

相
談
員
　
保
健
師
、
管
理
栄
養

士
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問�
合
先　

☎
４２

－

６
２
０
０
、
℻

４２

－

２
７
１
３

◆
地
域
子
育
て
相
談
機
関

�

各
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
で
、

子
ど
も
の
生
活
習
慣
や
成
長
過
程

で
の
疑
問
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま

す
。

▽
開
設
日
時
・
問
合
先

①�

柳
町
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
、

午
前
９
時
～
午
後
３
時
（
柳
町

仲
区
１６
番
地
）
☎
3０

－

４
１
６

　

３
、
℻
3１

－

６
３
３
１

②�

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
す
ず
ら

ん
、
午
前
９
時
～
午
後
３
時

（
中
鈴
蘭
元
町
２
番
地
）
☎
・

℻
3０

－

１
８
８
８

③�

き
の
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
、

午
前
９
時
3０
分
～
午
後
３
時
3０

分
（
木
野
東
通
４
丁
目
２
番

地
）
☎
3０

－

２
５
０
１
、
℻
６７

－

７
３
０
０

④�

音
更
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
、

午
前
９
時
～
午
後
３
時
3０
分

（
新
通
９
丁
目
３
番
地
）
☎
４２

－

２
２
７
７
、
℻
４２

－

２
３
１

　

３
※
全
て
平
日
の
み
開
設

▽
相
談
員　

保
育
士　

　
教
育
相
談

　
教
育
相
談

◆
総
合
教
育
相
談

�����　

���

学
校
や
家
庭
で
の
教
育
の
悩
み

や
疑
問
、
青
少
年
の
悩
み
な
ど
の

相
談
に
応
じ
ま
す
。

▽�

開
設
日
時　

平
日
、
午
前
８
時

４５
分
～
午
後
５
時
3０
分

▽
相
談
員　

学
校
教
育
相
談
員

※�

５
月
１
日
㈬
か
ら
、
「
学
校
教

育
相
談
」
・
「
家
庭
教
育
電
話
相

談
」
・
「
青
少
年
悩
み
相
談
」
の

相
談
窓
口
を
統
合
し
、
問
い
合

わ
せ
先
を
一
本
化
し
ま
す
。　

問
合
先
　
☎
４２

－

４
２
３
６

　
健
康
・
栄
養
相
談

　
健
康
・
栄
養
相
談

◆
健
康
・
栄
養
相
談

　

生
活
習
慣
病
や
健
診
結
果
に
つ

い
て
の
相
談
、
こ
こ
ろ
の
相
談
な

ど
に
応
じ
ま
す
。

▽�

開
設
日
時
・
場
所　

保
健
セ
ン

タ
ー
内
健
康
推
進
課
（
月
１
回
）、

木
野
コ
ミ
セ
ン
（
月
１
回
）

※�

開
設
日
時
は
毎
月
広
報
お
と
ふ

け
の
「
お
知
ら
せ
」
コ
ー
ナ
ー

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
相
談
日

の
前
日
ま
で
に
健
康
推
進
課
に

予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

相
談
員　

保
健
師
、
管
理
栄
養
士

申�

込
・
問
合
先　

☎
４２

－

２
７
１　

２
、
℻
４２

－

２
７
１
３

◆
電
話
相
談

▽�

開
設
日
時　

平
日
、
午
前
８
時

４５
分
～
午
後
５
時
3０
分

問
合
先　

☎
４２

－

２
７
１
２

　　
こ
も
り
び
と

こ
も
り
び
と

　
　
（
ひ
き
こ
も
り
）
相
談

　
　
（
ひ
き
こ
も
り
）
相
談

　

ひ
き
こ
も
り
な
ど
で
お
悩
み
の

人
や
ご
家
族
の
皆
さ
ん
か
ら
の
相

談
に
応
じ
ま
す
。
事
前
の
予
約
が

必
要
で
す
。

▽�

開
設
日
時
・
場
所　

毎
月
第

２
・
第
４
火
曜
日
（
月
に
よ
り

変
更
あ
り
）、
役
場
福
祉
課
…

午
前
１０
時
～
正
午
、
こ
ん
に
ち

庵
（
木
野
大
通
東
９
丁
目
１
番

地
２５
）
…
午
後
１
時
3０
分
～
３

時
3０
分　

▽�

相
談
員　

社
会
福
祉
士　

田
中

信
宏

さ
ん　

申�

込
・
問
合
先　

役
場
福
祉
課

発
達
相
談
係
（
内
線
５
１
８
）

　
介
護
・
福
祉
相
談

　
介
護
・
福
祉
相
談

◆
介
護
相
談

　

介
護
保
険
の
申
請
や
サ
ー
ビ
ス

に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
高
齢
者
に

関
す
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。
緊
急

の
場
合
は
２４
時
間
対
応
で
介
護
の

相
談
に
応
じ
ま
す
。
た
だ
し
、
開

所
時
間
以
外
は
電
話
で
の
相
談
に

な
り
ま
す
。

▽�

開
設
日
時　

平
日
、
午
前
９
時

～
午
後
５
時
3０
分

▽�

相
談
員　

地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
職
員

�

問
合
先

①�

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ら
ん

ら
ん
☎
６７

－

７
０
９
０
、
℻
６７

－

７
６
４
０
（
担
当
圏
域
…
音

更
中
学
校
区
・
駒
場
中
学
校

区
）

②�

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ほ
ほ

え
み
☎
3２

－

５
１
５
１
、
℻
3０

－

１
１
２
２
（
担
当
圏
域
…
共

栄
中
学
校
区
・
下
音
更
中
学
校

区
の
一
部
）

③�

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ロ
ー　

タ
ス
音
更
☎
６７

－

７
８
６
３
、　

℻
６７

－

７
８
６
２
（
担
当
圏
域

…
緑
南
中
学
校
区
・
下
音
更
中　

学
校
区
の
一
部
）

④�
保
健
セ
ン
タ
ー
内
高
齢
者
福
祉　

課
☎
3２

－

４
５
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場
合
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あ
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す
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詳
細
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お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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犬の登録と狂犬病予防注射を行いましょう犬の登録と狂犬病予防注射を行いましょう

　生後９１日以上の犬を飼う場合、犬の登録と狂犬病予防注射が義務付けられています。

　町は、次の日程で予防注射を行いますので、飼い主は、都合の良い場所を選んで受けてください。

問合先　役場環境生活課環境生活係（内線５６２）

◆登　録　犬の生涯に１回のみ

▽料　金　3,０００円

◆狂犬病予防注射　毎年１回必ず必要です。

▽料　金　3,２４０円

※�飼い主に送付している受付票を忘れずに持って

きてください。

※�実施会場での事故については、町や獣医師は責

任を負いませんので、子どもなど犬を制御でき

ない人のみでの来場はご遠慮ください。

◆�次の場合は、町で行う集合注射は受けられません。

◦�他の市町村から転入し、まだ音更町に犬の登録

の変更届け出をしていない場合

◦１カ月以内にワクチン接種をしている犬

◦過去のワクチン接種で体調が悪くなった犬

◦発情中、妊娠中、授乳中、生後9１日未満の犬

◦注射するときに犬を押さえられない場合

※�飼い犬の所在地が変わったときや死亡したとき

は、役場に届け出をしてください。

日時 実施場所 日時 実施場所 日時 実施場所

６
月
４
日
㈫

９：１０～
９：３０

然別児童館 ６
月
５
日
㈬(

続
き)

１３：４５～
１４：００

下士幌会館

６
月
７
日
㈮

９：１０～
９：３０

緑陽台北３公園

９：４５～
１０：１０

万年地域会館
１４：１５～

１４：３０
温泉消防会館

９：３５～
９：５５

緑陽台会館

１０：２５～
１０：４５

上然別会館
１４：４５～

１５：１０
ひびき野会館

１０：０５～
１０：２５

ぎんよくの沢公園
（共栄台側）

１１：００～
１１：２０

南中音更会館
１５：２０～

１５：３５
すずらん台北公園

１０：３５～
１０：５０

すずらん生活館

１１：３０～
１１：５０

西中地区集落センター

６
月
６
日
㈭

９：１０～
９：２５

雄飛が丘中央公園
１１：０５～

１１：２０
鈴蘭川親水広場
(木野コミセン西側）

１３：１０～
１３：３０

中音更会館
９：３０～

９：４５
北明三春公園

１３：１５～
１３：３５

柳町老人憩いの家

１３：４５～
１４：１５

駒場会館（１回目）
９：５０～

１０：０５
新通会館

１３：４５～
１４：０５

共栄つつじ公園

１４：２５～
１４：４０

雄飛が丘北公園
１０：１０～

１０：２５
総合福祉センター

１４：２０～
１４：４０

鈴蘭軽スポーツセンター

１４：４５～
１５：００

北陽台西公園
１０：３５～

１０：４５
開進生活館

１４：５０～
１５：１０

宝来中央公園北側

１５：０５～
１５：２０

音更北公園
１０：５０～

１１：０５
柳町北公園

６
月
５
日
㈬

９：１０～
９：４０

駒場会館（２回目）
１１：１０～

１１：３０
むつみアメニティパーク

９：５０～
１０：１０

南中士幌地区構造
改善センター

１３：１０～
１３：２５

緑陽台南公園

１０：３０～
１０：４５

豊田会館
１３：３５～

１３：５０
北蘭老人憩いの家

１１：００～
１１：２０

東士幌コミュニティ
消防センター

１４：０５～
１４：２０

木野南公園

１１：３５～
１１：５０

梢公園
１４：３０～

１４：５０
宝来福祉館

１３：１５～
１３：３０

元昭和会館

　お近くの動物病院でも、

犬の登録受け付けと狂犬

病予防注射を実施してい

ます。集合注射は混雑が予

想されますので、動物病院

もご利用ください。
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環 境 通 信
春のクリーン作戦・鳥インフルエンザのまん延防止春のクリーン作戦・鳥インフルエンザのまん延防止

ゴールデンウィーク中のごみ収集・ゴールデンウィーク中のごみ収集・
指定ごみ袋外装袋の広告募集指定ごみ袋外装袋の広告募集
野外でのごみ焼却禁止野外でのごみ焼却禁止

　野外でごみを燃やすことは、一部例外を除き、法

律で禁じられています。違反すると高額な罰金が科

せられる場合がありますので絶対にやめましょう。

　家庭のごみは分別してごみ収集へ、職場や農畜産

業などで出たごみは、町が許

可する収集業者に収集を依頼

しましょう。

※�ビニール・プラスチックの

焼却は例外なく禁じられて

います。

野外でのごみ焼却は禁止されています

　町は、指定ごみ袋外装袋（燃やすごみ１０㍑・１５㍑）

に広告掲載を希望する事業者を募集します。

▽募集対象　十勝管内に事業所や支店がある事業者

▽広告掲載枠の位置　指定ごみ袋の外装袋表面

▽申込期限　５月3１日㈮

▽ �広告掲載期間　指定ごみ袋外装袋の在庫がなくな

るまでの期間

※�詳細は町ホームページをご覧いただくか、役場環

境生活課へお問合せください

指定ごみ袋外装袋の広告を募集しています

　鳥インフルエンザウイルスは通常、人には感染し

ないと考えられていますが、まん延防止のため、次

のことに注意してください。

◦�死んでいる野鳥を見つけた場合は、近づかずに役

場環境生活課に連絡してください。

◦�野鳥のフンが靴の裏や車両に付くことで、鳥イン

フルエンザウイルスが他の地域へ運ばれ、感染が

拡大する恐れがあります。

野鳥の生息地には近づかな

いでください。

◦�野鳥の餌付けは絶対にやめ

てください。

鳥インフルエンザのまん延防止について

　５月3日㈮～６日㈪の間は祝日が含まれますが、

ごみの収集は通常どおり行います。お住まいの地域

の収集日は、各家庭に配布しているごみカレンダー

や町ホームページ・町公式ＬＩＮＥ、ごみ分別アプリ

でご確認ください。

ゴールデンウィーク中もごみを収集します

　広報おとふけ４月号でお知らせしたとおり、５月

１１日㈯に町内一斉ごみ拾いを行います（雨天時は５

月１８日㈯に延期）。

　町内会や団体、個人を問わず、多くの皆さんの参

加をお待ちしています。

「まちをきれいに」春のクリーン作戦

問合先

役場環境生活課環境生活係（内

線５６２）
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